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一
　
は
じ
め
に

　

非
行
の
自
己
申
告
法
は
、
非
行
量
の
測
定
と
と
も
に
被
験
者
の
生

活
環
境
や
行
動
・
態
度
な
ど
に
つ
い
て
も
尋
ね
ら
れ
る
た
め
、
仮
説

検
証
型
の
研
究
に
き
わ
め
て
親
和
的
で
あ
る
。
米
国
の
犯
罪
学
者
テ

レ
ン
ス
＝
ソ
ー
ン
ベ
リ
ー
は
、
自
己
申
告
法
が
「
二
〇
世
紀
の
犯
罪

学
研
究
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

自
己
申
告
法
に
基
づ
く
非
行
尺
度
の
開
発
は
、
一
九
五
〇
年
代
後

半
以
降
米
国
を
中
心
に
進
展
し
、
欧
米
の
非
行
研
究
に
お
い
て
は
、

米
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ユ
ー
ス
・
サ
ー
ベ
イ
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
）
に
基
づ
く

尺
度
な
ど
十
分
な
信
頼
性
・
妥
当
性
を
有
す
る
尺
度
が
研
究
者
に
広

く
認
知
さ
れ
、
多
く
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
自
己
申
告
法
を
用
い
た
青
少
年
を
対
象
と
す
る
質
問

●
　『
青
少
年
問
題
』
を
超
え
て
　
　
ま
た
逢
う
日
ま
で（

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
）

日
本
に
お
け
る
自
己
申
告
法
に
よ
る
非
行
測
定
の
現
状
と
課
題

　
　   

第２特集第２特集

岡お
か　

邊べ　
　
　

健た
け
し　
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紙
調
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
自
己
申
告

非
行
尺
度
の
信
頼
性
や
妥
当
性
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ

と
は
、
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
。
測
定
法
に
疑
義
が
あ
れ
ば　

得
ら
れ
た
結
果
の
妥
当
性
に
も
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
か
ね

な
い
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
非
行
研
究
の
状
況
は
、
一
刻

も
早
く
乗
り
超
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
筆
者
は
考

え
る
。
本
稿
で
は
以
下
、
筆
者
の
研
究
を
紹
介
し
な
が

ら
、
自
己
申
告
法
に
よ
る
非
行
測
定
の
現
状
と
課
題
に
つ

い
て
論
じ
る
。

二
　
自
己
申
告
法
を
用
い
た
国
内
の
非
行
研
究
の

　
　
批
判
的
吟
味

　

ま
ず
、
日
本
犯
罪
社
会
学
会
の
機
関
誌
『
犯
罪
社
会
学

研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
も
と
に
、
自
己
申
告
法
を

用
い
た
国
内
の
研
究
状
況
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

同
誌
の
第
一
号
（
一
九
七
六
年
刊
）
か
ら
第
四
四
号

（
二
〇
一
九
年
刊
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
（
自
由
論
文
、

（出典） 岡邊健 2013「自己申告法の意義と限界――実証的検討」（『日本犯罪社会学会第40回大会報
告要旨集』）掲載の図を一部改変

表１　『犯罪社会学研究』掲載論文における非行の自己申告法の用いられ方
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三
　
自
己
申
告
非
行
尺
度
の
信
頼
性
の
検
証

　

次
に
、
再
テ
ス
ト
法
に
よ
り
自
己
申
告
非
行
尺
度
の
信
頼
性
（
測

定
の
安
定
性
）
の
検
証
を
試
み
た
筆
者
の
研
究
を
紹
介
す
る
。
手
続

き
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
岡
邊
（
二
〇
一
〇
）
で
報
告

さ
れ
た
三
二
項
目
に
つ
い
て
、
過
去
一
年
間
の
非
行
経
験
回
数
を
尋

ね
た
（
た
だ
し
「
〇
回
」
か
ら
「
七
回
以
上
」
ま
で
の
八
択
）。
調

査
票
に
は
虚
偽
回
答
を
検
出
で
き
る
尺
度
も
盛
り
込
ん
だ
。

　

実
査
は
、
未
成
年
者
の
モ
ニ
タ
を
擁
す
る
調
査
会
社
に
委
託
し
、

本
人
の
同
意
を
確
認
し
た
上
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
同
一
対
象
者
に
二

度
実
施
し
た
。
一
六
～
一
八
歳
の
男
子
に
対
し
て
行
わ
れ
た
第
一
波

調
査
で
八
三
五
票
の
有
効
回
答
を
回
収
し
、
そ
の
約
三
〇
日
後
、
同

一
対
象
者
に
再
度
の
協
力
を
呼
び
か
け
て
、
第
二
波
調
査
で
は
五
百

票
の
有
効
回
答
を
回
収
し
た
（
調
査
の
実
施
は
二
〇
一
〇
年
）。

　

虚
偽
回
答
が
疑
わ
れ
る
デ
ー
タ
の
削
除
等
を
経
て
残
っ
た
四
六
六

票
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
三
二
項
目
の
尺
度
全
体
の
信
頼
性
指
標
を

算
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
頻
度
ス
コ
ア
の
相
関
係
数
（
全
三
二
項
目

の
非
行
の
合
計
頻
度
（
回
数
）
に
お
け
る
第
一
波
デ
ー
タ
と
第
二
波

研
究
ノ
ー
ト
、
特
集
、
課
題
研
究
（
扉
論
文
も
カ
ウ
ン
ト
）、
特
別

寄
稿
）
は
、
全
部
で
四
〇
二
本
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
青
少
年
（
大
学

生
以
下
）
の
み
を
対
象
と
す
る
質
問
紙
調
査
に
基
づ
く
分
析
を
含
む

も
の
は
三
五
本
だ
。
こ
の
な
か
で
自
己
申
告
法
を
用
い
た
論
文
は
十

二
本
あ
っ
た
（
い
じ
め
の
自
己
申
告
調
査
に
基
づ
く
論
文
一
本
を
除

く
）。
同
じ
デ
ー
タ
か
ら
複
数
の
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ

る
た
め
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
抽
出
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
九
本
で

あ
っ
た
（
表
１
）。

　

こ
れ
ら
の
論
文
で
の
自
己
申
告
法
の
用
い
ら
れ
方
を
み
る
と
、
自

己
申
告
の
参
照
期
間
は
「
過
去
一
年
」
が
多
い
も
の
の
そ
れ
以
外
も

あ
る
こ
と
、
尺
度
得
点
の
作
成
は
単
純
加
算
に
よ
る
も
の
が
多
い

が
、
そ
も
そ
も
尺
度
得
点
を
作
成
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
な

ど
が
わ
か
る
。
尺
度
の
妥
当
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
研
究
は
、
岡
邊

（
二
〇
一
〇
）
が
唯
一
で
あ
っ
た
（
岡
邊
健
「
項
目
反
応
理
論
を
用
い
た
自

己
申
告
非
行
尺
度
の
作
成
」『
犯
罪
社
会
学
研
究
』
三
五
号
）。
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デ
ー
タ
の
相
関
係
数
）、
非
行
種
ス
コ
ア
の
相
関
係
数
（
関

与
し
た
「
非
行
の
種
類
」
の
数
（
理
論
的
な
最
大
値
は
三

二
）
に
お
け
る
第
一
波
デ
ー
タ
と
第
二
波
デ
ー
タ
の
相
関

係
数
）
と
も
に
〇
・
七
八
で
あ
り
、
米
国
の
犯
罪
学
者
デ

イ
ビ
ッ
ド
＝
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ら
に
よ
る
著
名
な
論
文
（
一
九

八
六
年
）
で
報
告
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
七
五
、
〇
・

八
四
と
い
う
数
値
に
近
い
値
が
得
ら
れ
た
。
尺
度
全
体
と

し
て
、
許
容
で
き
る
信
頼
性
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ

う
。四

　
妥
当
性
が
あ
り
簡
便
に
利
用
で
き
る

　
　
自
己
申
告
非
行
尺
度
の
提
案

　

測
定
に
お
い
て
、
厳
密
さ
と
簡
便
さ
は
両
立
さ
せ
る
の

が
難
し
い
。
比
較
的
簡
便
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
項
目
数
を
減
ら
す
必
要
が
あ
る
が
、
項
目
数
を

減
ら
せ
ば
減
ら
す
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
内
容
的
妥
当
性
は

低
下
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
先
述
の
岡
邊
（
二
〇
一

表２　自己申告非行尺度の項目

（出典） 岡邊健 2010「項目反応理論を用いた自己申告非行尺度の作成」（『犯罪社会学研究』35号）
掲載の表を一部改変
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こ
れ
ら
二
つ
の
尺
度
そ
れ
ぞ
れ
に
項
目
反
応
理
論
を
適
用
し
、
各

被
験
者
の
尺
度
得
点
（
項
目
反
応
理
論
で
は
シ
ー
タ
と
呼
ば
れ
る
）

を
導
出
し
、
基
準
尺
度
の
尺
度
得
点
と
の
相
関
係
数
を
求
め
た
と
こ

ろ
、
尺
度
Ａ
・
Ｂ
と
も
に
〇
・
一
七
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
項

目
数
の
よ
り
少
な
い
尺
度
Ａ
、
す
な
わ
ち
無
免
許
、
飲
酒
、
家
出
、

怠
学
、
キ
セ
ル
、
学
校
損
壊
、
集
団
騒
擾
、
侵
入
の
八
項
目
か
ら
成

る
尺
度
が
、
妥
当
性
と
簡
便
性
を
兼
ね
備
え
た
尺
度
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
た
。

　

こ
の
八
項
目
に
つ
い
て
、
第
三
節
で
紹
介
し
た
調
査
デ
ー
タ
・
手

続
き
を
も
っ
て
頻
度
ス
コ
ア
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
〇
・
七
七
が
得
ら

れ
、
信
頼
性
の
点
で
も
問
題
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

五
　
今
後
の
課
題

　

内
容
的
妥
当
性
の
と
ら
え
方
に
関
す
る
決
定
的
な
解
が
な
い
な
ど
、

非
行
の
自
己
申
告
法
に
は
難
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
第
四

節
の
最
後
で
提
案
し
た
八
項
目
の
尺
度
に
は
、
ス
テ
イ
タ
ス
・
オ
フ
ェ

ン
ス
、
す
な
わ
ち
青
少
年
で
あ
る
が
ゆ
え
に
制
裁
の
対
象
と
な
る
行

〇
）
で
は
、
最
終
的
に
二
一
項
目
の
自
己
申
告
非
行
尺
度
（
表
２
）

が
提
案
さ
れ
、
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
と
い
う
心
理
検
査
の
下
位
尺
度
（
以
下

「
基
準
尺
度
」
と
い
う
）
を
用
い
て
、
基
準
関
連
妥
当
性
の
点
か
ら

も
問
題
の
な
い
尺
度
で
あ
る
こ
と
が
、
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
二
一
項
目
か
ら
成
る
尺
度
を
質
問
紙
に
盛
り
込
ん
で
調
査
を
行

う
の
は
、
あ
ま
り
現
実
的
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
よ
り
項
目
数
を
減
ら
し
た
尺
度
を
提
案
し
た
い
。
手
続

き
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
岡
邊
（
二
〇
一
〇
）
に
お
け

る
項
目
反
応
理
論
（
非
行
の
重
さ
、
す
な
わ
ち
経
験
者
の
少
な
さ
に

応
じ
て
各
非
行
項
目
に
重
み
を
つ
け
て
尺
度
得
点
を
算
出
す
る
こ
と

の
で
き
る
統
計
的
手
法
）
の
適
用
結
果
に
基
づ
い
て
、
尺
度
得
点
へ

の
寄
与
度
の
低
い
項
目
（
具
体
的
に
は
項
目
識
別
力
と
呼
ば
れ
る
値

が
〇
・
六
五
を
下
回
る
項
目
）
を
削
除
し
、
さ
ら
に
五
五
〇
サ
ン
プ

ル
以
上
の
回
答
が
「
〇
回
」（
す
な
わ
ち
経
験
な
し
）
で
あ
っ
た
四

項
目
を
削
除
し
た
。
残
っ
た
の
は
八
項
目
（
尺
度
Ａ
、
表
２
の
網
掛

け
の
項
目
）
だ
が
、
こ
こ
に
は
万
引
き
と
自
転
車
盗
が
含
ま
れ
て
い

な
い
た
め
，
内
容
的
妥
当
性
を
高
め
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
二
項
目
を

復
活
さ
せ
た
十
項
目
の
尺
度
（
尺
度
Ｂ
）
も
採
択
し
う
る
。
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較
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｒ
Ｄ
が
、
日
本
で
も
動
き
始
め

て
い
る
（
詳
細
は
、
上
田
光
明
・
相
澤
育
郎
・
大
塚
英
理
子
「
国
際

自
己
申
告
非
行
調
査
の
日
本
に
お
け
る
展
開
」『
罪
と
罰
』
五
七
巻

三
号
、
二
〇
二
〇
年
参
照
）。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
筆
者
を
含

め
て
二
〇
名
を
超
え
る
中
堅
・
若
手
の
犯
罪
学
研
究
者
が
中
心
と

な
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
わ
れ
わ
れ
が
駆
り
立
て
ら
れ
た
背
景
に
は
、

少
年
非
行
に
関
し
て
解
き
明
か
さ
れ
る
べ
き
問
い
が
、
こ
の
日
本
に

は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
強
い
問
題
意
識
が
あ
る
。
計
量

的
非
行
研
究
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
ツ
ー
ル
と
し
て
、
自
己
申
告
法

を
今
後
も
磨
き
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
成
果
は
、
何
ら
か
の
形
で
復
刊
さ
れ
た
『
青

少
年
問
題
』
誌
上
で
、
近
々
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。

為
も
含
ま
れ
て
い
る
（
飲
酒
、
家
出
、
怠
学
）。
こ
れ
ら
を
尺
度
に

含
め
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
お
り
、
含
め

る
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
に
も
、
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
こ
と
は
、
信
頼
性
・
妥
当
性
の

検
証
な
し
で
自
己
申
告
非
行
尺
度
を
用
い
て
よ
い
理
由
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
基
準
関
連
妥
当
性
の
外
的
基
準
と
し
て
、

非
行
の
程
度
に
関
す
る
他
者
評
定
を
用
い
た
研
究
が
、
ま
ず
は
求
め

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
は
、
公
式
統
計
と
の
関
連
を

探
る
研
究
も
不
可
欠
で
あ
る
（
こ
れ
も
尺
度
の
基
準
関
連
妥
当
性
を

示
す
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
）。
米
国
で
は
、
公
式
統
計
デ
ー
タ
と

の
間
に
、
比
較
的
高
い
相
関
関
係
が
あ
る
と
の
報
告
が
、
一
九
七
〇

年
代
に
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自
己
申
告
法
で
得

ら
れ
た
尺
度
得
点
が
、
将
来
の
公
式
統
計
デ
ー
タ
と
関
連
す
る
（
す

な
わ
ち
、
自
己
申
告
非
行
尺
度
に
予
測
的
妥
当
性
が
あ
る
）
と
の
知

見
も
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
ぜ
ひ
と
も
取
り
組
む
べ

き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

幸
い
、
非
行
の
自
己
申
告
調
査
を
全
面
的
に
採
り
入
れ
た
国
際
比


